
JP 5647028 B2 2014.12.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に搭載された半導体発光素子と、前記半導体発光素子上に配置された
蛍光体含有層と、前記蛍光体含有層の上に搭載された板状光学層とを有し、
　前記板状光学層は、前記半導体発光素子の上面より小さく、前記蛍光体含有層の側面は
、前記半導体発光素子の端部から前記板状光学層の端部に向かう傾斜面を備え、
　前記傾斜面は、外向きに凸の湾曲面であり、前記傾斜面および前記板状光学層の側面は
、光反射性材料により覆われ、
　前記半導体発光素子は、素子基板と、前記素子基板の上面に搭載された発光構造を有す
る半導体層とを含み、
　前記素子基板は、前記半導体発光層の発する波長の光に対して不透明であり、
　前記半導体層は、前記素子基板の上面よりも小さく、
　前記蛍光体含有層は、前記素子基板上に形成されて、前記半導体層の上面および側面の
全てを覆い、
　前記半導体層の側面は、前記光反射性材料から離間していることを特徴とする発光装置
。
【請求項２】
　基板と、該基板上に配列して搭載された複数の半導体発光素子と、前記半導体発光素子
の上に配置された蛍光体含有層と、前記蛍光体含有層の上に搭載された板状光学層とを有
し、
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　前記板状光学層は、前記複数の半導体発光素子全体を覆うように配置され、前記板状光
学層の大きさは、前記複数の半導体発光素子の全体の上面より小さく、
　前記蛍光体含有層の側面は、配列された前記半導体発光素子の外周側端部から前記板状
光学層の端部に向かう傾斜面を備え、
　前記傾斜面は、外向きに凸の湾曲面であり、前記傾斜面および前記板状光学層の側面は
、光反射性材料により覆われ、
　前記半導体発光素子は、素子基板と、前記素子基板の上面に搭載された発光構造を有す
る半導体層とを含み、
　前記素子基板は、前記半導体発光層の発する波長の光に対して不透明であり、
　前記半導体層は、前記素子基板の上面よりも小さく、
　前記蛍光体含有層は、前記素子基板上に形成されて、前記半導体層の上面および側面の
全てを覆い、
　前記半導体層の側面は、前記光反射性材料から離間していることを特徴とする発光装置
。
【請求項３】
　基板と、該基板上に搭載された半導体発光素子と、前記半導体発光素子の上に配置され
た蛍光体含有層と、前記蛍光体含有層の上に搭載された板状光学層とを有し、
　前記半導体発光素子は、素子基板と、前記素子基板上に配列して配置された複数の発光
領域とを備え、
　前記板状光学層は、前記複数の発光領域全体を覆うように配置され、前記板状光学層の
大きさは、前記複数の発光領域の全体の上面より小さく、
　前記蛍光体含有層の側面は、前記素子基板の端部から前記板状光学層の端部に向かう傾
斜面を備え、
　前記傾斜面は、外向きに凸の湾曲面であり、前記傾斜面および前記板状光学層の側面は
、光反射性材料により覆われ、
　前記素子基板は、前記半導体発光層の発する波長の光に対して不透明であり、
　前記蛍光体含有層は、前記素子基板上に形成されて、前記半導体層の上面および側面の
全てを覆い、
　前記半導体層の側面は、前記光反射性材料から離間していることを特徴とする発光装置
。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の発光装置において、前記素子基板の側面は
、前記蛍光体含有層から露出していることを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　基板上に配置された半導体発光素子の上面に、未硬化の樹脂に蛍光体を分散させたもの
を塗布する第１工程と、
　前記半導体発光素子の上面より小さい板状光学層を、前記樹脂の上に搭載することによ
り、前記半導体発光素子の端部と前記板状光学層の端部を結ぶ傾斜した側面を有する蛍光
体含有樹脂層を、前記未硬化の樹脂の表面張力により前記傾斜した側面が外向きに凸の湾
曲面となるように形成する第２工程とを有し、
　前記半導体発光素子は、素子基板と、前記素子基板の上面に搭載された発光構造を有す
る半導体層とを含み、前記半導体層は、前記素子基板の上面よりも小さく、
　前記蛍光体含有層は、前記素子基板上に形成されて、前記半導体層の上面および側面の
全てを覆い、前記半導体層の側面は、前記光反射性材料から離間している
することを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の発光装置の製造方法において、前記第１工程で塗布する樹脂量を制御
することにより、前記第２工程で形成される蛍光体含有樹脂層の傾斜面の湾曲形状を制御
することを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項７】
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　請求項５または６に記載の発光装置の製造方法において、前記傾斜面および前記板状光
学層の側面を、光反射性材料により覆う第３工程をさらに有することを特徴とする発光装
置の製造方法。
【請求項８】
　請求項５ないし７のいずれか１項に記載の発光装置の製造方法において、前記第２工程
で、前記樹脂の塗布後、半硬化させた後、前記板状光学層を前記樹脂上に搭載することを
特徴とする発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光密度を高めた半導体発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レンズ等の光学系で光束を制御する光学装置では、小型な光学系で有効に光を制御する
ために、発光面積の小さい発光装置（光源）を用いることが望まれる。例えば特許文献１
では、発光ダイオードの出射面積を狭めるために、発光ダイオードの出射面の一部を反射
層で覆う構成を開示している（特許文献１の特に図３、図４参照）。また、出射面上にフ
レネル状の反射ミラーを配置して、出射光の一部を発光ダイオードに戻す構成（同図５参
照）、出射面上に透明ドームを搭載し、透明ドームの上面の一部を反射層で覆う構成（同
図８参照）、ならびに、出射面の一部を反射層で覆い、反射層の開口を波長変換材料で覆
う構成（同図７参照）等も開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、車のヘッドライトやプロジェクターのようにエッジの効いたコ
ントラストのよい光を出射するために、半導体発光素子の上面全体に光透過部材を搭載し
、半導体発光素子の側面と光透過部材の側面を反射層で被覆することにより、光透過部材
の上面のみから光を出射させる構成の発光装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１５３２７７号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５７６３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の半導体発光素子の出射面を反射層で被覆する構成は、反射層で出射
光を反射して半導体発光素子の内側に戻し、素子の内部で１回以上反射して出射面の開口
に到達させ出射する。また、フレネル型の反射ミラーや透明ドームの表面の反射層で出射
光を反射する場合も同様である。すなわち、出射光の一部は、半導体発光素子の内側に戻
され、複数の半導体層を厚み方向に１回以上往復しなければ、狭められた出射面から出射
されない。このため、戻り光は、複数の半導体層を１回以上往復する間に吸収され、減衰
してしまうという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献１の図８のように、半導体発光素子の出射面に透明ドームを搭載する構
成は、半導体発光素子の四角形の出射面を、底面が円形のドームで完全に覆うことはでき
ないため、半導体発光素子の四角形の隅からの出射を有効に集光することは困難である。
【０００７】
　一方、特許文献２のように半導体発光素子の側面を反射層で被覆する構成は、発光素子
の側面から出射される光が反射層で反射されて半導体発光素子内に戻されるため、半導体
によって吸収されて減衰する。また、半導体発光素子の上面から出射される光は、そのま
ま光透過部材を通過するため、発光密度を高める効果は得られない。このため、光束のエ
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ッジのコントラストを高めることはできるが、光密度を高める効果は得られない。
【０００８】
　本発明の目的は、出射面積が小さく、発光密度を高めることのできる発光装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様では、以下のような発光装置を提供す
る。すなわち、基板と、基板上に搭載された半導体発光素子と、半導体発光素子上に配置
された蛍光体含有層と、蛍光体含有層の上に搭載された板状光学層とを有する発光装置で
あって、板状光学層は、半導体発光素子の上面より小さく、蛍光体含有層の側面は、半導
体発光素子の端部から板状光学層の端部に向かう傾斜面を備える。傾斜面は、外向きに凸
の湾曲面であり、傾斜面および板状光学層の側面は、光反射性材料により覆われている。
【００１０】
　半導体発光素子は、素子基板と、素子基板の上面に搭載された発光構造を有する半導体
層とを含み、半導体層は、素子基板の上面よりも小さい構造のものを用いることができる
。蛍光体含有層は、半導体層の上面および側面を覆っていることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の第２の態様によれば、以下のような発光装置が提供される。すなわち、
基板と、基板上に配列して搭載された複数の半導体発光素子と、半導体発光素子の上に配
置された蛍光体含有層と、蛍光体含有層の上に搭載された板状光学層とを有する発光装置
であって、板状光学層は、複数の半導体発光素子全体を覆うように配置され、板状光学層
の大きさは、複数の半導体発光素子の全体の上面より小さい。蛍光体含有層の側面は、配
列された半導体発光素子の外周側端部から板状光学層の端部に向かう傾斜面を備える。傾
斜面は、外向きに凸の湾曲面であり、傾斜面および板状光学層の側面は、光反射性材料に
より覆われている。
【００１２】
　また、本発明の第３の態様によれば、以下のような発光装置が提供される。すなわち、
基板と、基板上に搭載された半導体発光素子と、半導体発光素子の上に配置された蛍光体
含有層と、蛍光体含有層の上に搭載された板状光学層とを有する発光装置であって、半導
体発光素子は、素子基板と、素子基板上に配列して配置された複数の発光領域とを備える
。板状光学層は、複数の発光領域全体を覆うように配置され、板状光学層の大きさは、複
数の発光領域の全体の上面より小さい。蛍光体含有層の側面は、素子基板の端部から板状
光学層の端部に向かう傾斜面を備える。傾斜面は、外向きに凸の湾曲面であり、傾斜面お
よび板状光学層の側面は、光反射性材料により覆われている。
【００１３】
　また、本発明の第４の態様によれば、以下のような発光装置の製造方法が提供される。
すなわち、基板上に配置された半導体発光素子の上に、未硬化の樹脂に蛍光体を分散させ
たものを塗布する第１工程と、半導体発光素子の上面より小さい板状光学層を、樹脂の上
に搭載することにより、半導体発光素子の端部と前記板状光学層の端部を結ぶ傾斜した側
面を有する蛍光体含有樹脂層を、未硬化の樹脂の表面張力により、傾斜した側面が外向き
に凸の湾曲面となるように形成する第２工程とを有する製造方法である。
【００１４】
　上記第１工程で塗布する樹脂量を制御することにより、第２工程で形成される蛍光体含
有樹脂層の傾斜面の形状を制御することができる。また、第２工程で、樹脂の塗布後、半
硬化させた後、板状光学層を樹脂上に搭載することも可能である。
【００１５】
　上記第２工程の後、傾斜面および前記板状光学層の側面を、光反射性材料により覆う第
３工程をさらに行うことも可能である。
【発明の効果】
【００１６】
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　本発明によれば、半導体発光素子から出射された光を、蛍光体含有樹脂層で板状光学層
に集光することができるため、出射面積が小さく、発光密度を高めた発光装置が提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態の発光装置の断面図。
【図２】図１の発光装置に用いる半導体発光素子の斜視図。
【図３】第１の実施形態の発光装置において、傾斜面１３０を平面状にした場合の断面図
。
【図４】図１の発光装置の傾斜面１３０付近の拡大断面図。
【図５】図１の発光装置にビーズ１１５を用いた場合の断面図。
【図６】（ａ）～（ｅ）第１の実施形態の発光装置の製造工程を示す断面図。
【図７】第２の実施形態の半導体発光装置の（ａ）断面図、（ｂ）上面図。
【図８】図７の発光装置に用いる半導体発光素子の斜視図。
【図９】第３の実施形態の半導体発光装置の（ａ）断面図、（ｂ）上面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の一実施の形態の発光装置について図面を用いて説明する。
【００１９】
　＜第１の実施形態＞
　図１に、第１の実施形態の発光装置の断面図を示す。この発光装置は、半導体発光素子
１１の上面に蛍光体含有樹脂層１３を配置し、蛍光体含有樹脂層１３の上に、半導体発光
素子１１の上面よりも面積の小さい板状光学層１４を配置する。この板状光学層１４から
上方に光を出射する。面積の小さい板状光学層１４よりも外側領域の半導体発光素子１１
上面で発光された光は、蛍光体含有樹脂層１３の傾斜した側面による反射、および、蛍光
体による散乱によって板状光学層１４に到達させて、板状光学層１４から上方に出射する
。これにより、半導体発光素子１１への戻り光を低減しながら、面積の小さい板状光学層
に光を集めて出射できるため、半導体による戻り光の吸収を低減し、出射光の光密度を高
めることができる。
【００２０】
　以下、本実施形態の発光装置の構造を具体的に説明する。図１のように、上面に一対の
電極１１１および配線が形成されたサブマウント基板１０の上には半導体発光素子１１が
搭載されている。半導体発光素子１１は、図２のように素子基板１１３と、素子基板１１
３の上面に配置された発光構造層１１０と、発光構造層１１０に接続された一対の電極パ
ッド１１４とを備えている。発光構造層１１０は、エピタキシャル成長させた複数の半導
体層を含み、一対の電極パッド１１４から電流を供給されることにより、所定の波長光を
発光する。例えば、青色光を発光するＧａＮ系の発光構造層１１０を用いることができる
。発光構造層１１０の大きさは、素子基板１１３の上面よりも若干小さい。
【００２１】
　素子基板１１３は、発光構造層１１０の発する波長の光に対して不透明である。素子基
板１１３の裏面側をサブマウント基板１０に半田等でダイボンドすることにより、半導体
発光素子１１は、サブマウント基板１０に固定されている。一対の電極パッド１１４は、
ボンディングワイヤ１１２によりサブマウント基板１１１上の一対の電極１１１と接続さ
れている。サブマウント基板１０の材質としては、例えばＡｌＮセラミックス製のものを
用いることができる。
【００２２】
　半導体発光素子１１の上面には、蛍光体含有樹脂層１３が配置されている。蛍光体含有
樹脂層１３は、半導体発光素子１１の発する光により励起されて所定波長の蛍光を発する
蛍光体（例えばYAG蛍光体）を、半導体発光素子１１の発光および蛍光に対して透明な樹
脂（例えばシリコーン樹脂）に分散させたものである。発光構造層１１０は、半導体発光
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素子１１の上面よりも若干小さいため、蛍光体含有樹脂層１３は、発光構造層１１０の上
面のみならず、側面も被覆している。これにより、発光構造層１１０の上面および側面か
ら発光される光を蛍光体含有樹脂層１３に入射させることができる。なお、蛍光体含有樹
脂層１３は、基材が透明な樹脂であるものに限定されず、ガラス等の透明な無機材料を用
いることも可能である。
【００２３】
　蛍光体含有樹脂層１３の上には、発光素子１１の上面よりも小さい板状光学層１４が配
置されている。板状光学層１４は、発光素子１１の発光および蛍光に対して透明な材料で
構成されている。もしくは、板状光学層１４として、発光素子１１の発光により励起され
所定波長の蛍光を発する蛍光体プレート、蛍光セラミックならびに蛍光ガラスを用いるこ
とも可能である。板状光学層１４の上面が、本実施形態の発光装置の光出射面となる。蛍
光体含有樹脂層１３の側面は、板状光学層１４よりも外側の領域１４０において、半導体
発光素子１１の素子基板１１３の端部と、板状光学層１４の下面の端部とを結ぶ傾斜面１
３０を形成している。
【００２４】
　蛍光体含有樹脂層１３の傾斜面１３０の形状は、図３のように平面であるよりも、図４
のように外向きに凸の湾曲面であることが望ましい。傾斜面１３０が外向きに凸の湾曲面
である場合、板状光学層１４よりも外側の領域１４０の蛍光体含有樹脂層１３の膜厚を稼
ぐことができるため、外側領域１４０の蛍光体量を確保できる。これにより、外側領域１
４０においても、板状光学層１４直下の蛍光体含有樹脂層１３と同様に波長変換を行うこ
とができる。また、外側領域１４０の蛍光体粒子によって、外側領域１４０の発光構造層
１１０の発光および蛍光を図４のように散乱し、板状光学層１４の方向に向かわせる作用
を生じさせることができる。さらに、湾曲した傾斜面１３０により、発光構造層１１０の
発光および蛍光を反射して、板状光学層１４に向かわせることができる。このように、湾
曲した傾斜面１３０にすることにより、蛍光による散乱作用と、湾曲した傾斜面１３０の
反射の作用により、板状光学層１４への集光効率を高めることができる。
【００２５】
　傾斜面１３０の湾曲形状は、図４のように、半導体発光素子１１の端部において、半導
体発光素子１１の主平面の法線に沿った形状であることがより望ましい。一例としては、
傾斜面の湾曲形状は、蛍光体含有樹脂層１３の厚みをｔとすると、直線傾斜（曲率０）か
ら曲率（１／ｔ）程度に外向きに凸になっていることが望ましい。傾斜面１３０が法線に
対して大きく傾いていると、半導体発光素子１１からの出射光が、半導体発光素子１１に
向かって反射され、戻り光となるためである。また、傾斜面１３０が法線に対して大きく
傾いていると、蛍光体含有樹脂層１３の厚さを確保できず、外部領域１４０における波長
変換のための蛍光体量も確保しにくいためである。傾斜面１３０の形状の制御は、板状光
学層１４の面積と半導体発光素子１１との面積比、蛍光体含有樹脂層１３の厚さ、および
、後述する製造方法において蛍光体含有樹脂層１３を形成する工程で供給する蛍光体含有
樹脂の供給量で制御することができる。
【００２６】
　蛍光体含有樹脂層１３には、蛍光体の他に、拡散材や、所定の粒径のビーズ等を分散す
ることも可能である。拡散材を分散した場合、蛍光体のみならず拡散材によっても発光構
造層１１０の出射光や蛍光を散乱することができる。よって、外側領域１４０の蛍光体含
有樹脂層１３で光を散乱して板状光学層１４の方向に向かわせる作用をさらに効果的に生
じさせることができる。
【００２７】
　ビーズを分散させる場合、粒径は蛍光体最大粒径よりも大きいものを用いる。これによ
り、図５に示したようにビーズ１１５は、半導体発光素子１１の上面と板状光学層１４と
の間に挟まれてスペーサの役割を果たし、蛍光体含有樹脂層１３の膜厚を決定する作用を
する。ビーズ１１５の形状は、真球状が好ましく、特に粒径が揃っていることが好ましい
。ビーズの材質は、半導体発光素子１１の出射光および蛍光に対して透明なもの、もしく
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は、透明な材料に蛍光体含有樹脂層１３と同等の蛍光濃度で蛍光体を分散させた材料を用
いる。例えば、透明な材料としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ガラス等から適宜
選択することができる。また、液晶パネルを構成する２枚のガラスの間に挟まれるスペー
サをビーズ１１５として好適に用いることができる。
【００２８】
　半導体発光素子１１の周囲には、枠体１６が配置され、発光素子１１と枠体１６との間
の空間は反射材料層１５により充填されている。反射材料層１５は、発光素子１１と蛍光
体含有樹脂層１３と板状光学層１４の外周側面を覆っている。
【００２９】
　反射材料層１５は、非導電性で反射率の高い材料、例えば、酸化チタン、酸化アルミナ
、酸化亜鉛等の反射性のフィラーを分散させた樹脂によって形成する。枠体１６は、例え
ばセラミックリングを用いる。
【００３０】
　本発光装置の各部の作用について説明する。ボンディングワイヤ１１２を介して、半導
体発光素子１１に電流を供給すると、発光構造層１１０の上面および側面から光が出射さ
れ、蛍光体含有樹脂層１３に入射する。入射光の一部は、蛍光体に吸収され、蛍光が発せ
られるとともに、蛍光体で一部散乱されながら、蛍光体含有樹脂層１３を進む。板状光学
層１４の直下の蛍光体含有樹脂層１３を進む光の多くは、板状光学層１４の下面に到達し
て、板状光学層１４の上面から外部に向かって出射される。よって、板状光学層１４から
は、半導体発光素子１１の出射光と蛍光との混合光が出射される。
【００３１】
　板状光学層１４の外側領域１４０に位置する発光構造層１１０から出射された光は、蛍
光体含有樹脂層１３に入射し、蛍光体により一部が蛍光に変換され、図４のように蛍光体
により一部が散乱されながら蛍光体含有樹脂層１３を進む。散乱光の一部は、板状光学層
１４の方向に向かって進行し、板状光学層１４に到達する。また、光の一部は、傾斜面１
３０によって反射されることによって、板状光学層１４に向かって進み、板状光学層１４
から出射される。このように、外側領域１４０に位置する蛍光体含有樹脂層１３では、蛍
光体による散乱と傾斜面１３０による反射の両方の作用により、光を板状光学層１４に集
光させることができる。よって、板状光学層１４からは、板状光学層１４の直下の蛍光体
含有樹脂層１３からの光のみならず、外側領域１４０の蛍光体含有樹脂層１３からも光が
集光された光が出射される。
【００３２】
　また、外側領域１４０の蛍光体含有樹脂層１３において、一部の光は、蛍光体による散
乱および傾斜面１３０での反射によって、半導体発光素子１１に向かって進行し、半導体
発光素子１１内に戻る。そして、半導体発光素子１１内で反射されて、再び半導体発光素
子１１の上面から出射される。戻り光は、半導体発光素子１１の内部を通過する際に、半
導体による吸収によって減衰するが、本実施の形態の発光装置は、従来の特許文献１の装
置とは異なり、外側領域１４０の光の多くを半導体発光素子１１へ戻さず、蛍光体含有樹
脂層１３内の散乱と傾斜面１３０の反射により板状光学層１４に集光することができる。
【００３３】
　このように、本実施形態の発光装置は、板状光学層１４の外側領域１４０に位置する発
光構造層１１０から出射された光の多くを、半導体層に戻すことなく、板状光学層１４に
到達させて出射することができる。よって、従来の特許文献１のように外側領域１４０の
光をすべて半導体発光素子内に戻して半導体発光素子内で反射させる発光装置と比較して
、光減衰を抑制でき、板状光学層１４への集光光量を増加させることができる。これによ
り、面積の小さな板状光学層から発光密度を高めて出射することが可能な発光装置を提供
できる。
【００３４】
　また、発光構造層１１０は、上面のみならず側面も蛍光体含有樹脂層１３で覆われてお
り、反射材料層１５には直接接していないため、側面からの発光も効率よく集光すること
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ができる。
【００３５】
　また、発光面となる板状光学層１４の上面は、面積が小さいため、発光面積が小さくで
き、小型の発光装置が提供される。よって、レンズ等の他の光学素子との結合効率が高く
なる。
【００３６】
　本実施形態の発光装置の板状光学層１４の上面から出射される光密度が、半導体発光素
子１１の上面における出射光密度より増加する比率は、最大で、発光密度増加比率（最大
値）＝（半導体発光素子１１の面積）／（板状光学層１４の面積）で表わされる。すなわ
ち、半導体発光装置１１に供給する電流を増加させることなく、面積比で構造的に発光素
子の発光密度を増強させることができる。例えば、半導体発光素子１１が１ｍｍ角、板状
光学層１４が０．８ｍｍ角である場合、最大で５６％発光密度が増加する。なお、半導体
発光素子１１の面積に対して板状光学層１４の面積が小さいほど、外側領域１４０が大き
くなり、半導体発光素子１１への戻り光が増加するため、板状光学層１４への集光効率が
上記した数式よりも低下する。よって実際に発光装置を設計する場合には、これを考慮し
て設計する。
【００３７】
　また、板状光学層１４の上面形状は、四角形のみならず、円形にすることも可能である
。板状光学層１４が円形の場合、発光面が円形になるため、本発光装置をレンズ等の光学
系と組み合わせて使用する際の結合効率を大幅に向上させることができる。
【００３８】
　つぎに、本実施形態の発光装置の製造方法について図６（ａ）～（ｅ）を用いて説明す
る。まず、図６（ａ）のように、サブマウント基板１０の上面に半導体発光素子１１の裏
面をダイボンディングする。サブマウント基板１０の電極１１１と、半導体発光素子１１
の上面の電極パッド１１４とをボンディングワイヤ１１２により接続する。
【００３９】
　図６（ｂ）のように、半導体発光素子１１の上面のみに、蛍光体を分散させた樹脂（未
硬化）１３’をディスペンサ等で所定量だけ塗布（ポッティングまたは滴下）する。塗布
する樹脂１３’の量によって、傾斜面１３０の曲率を制御できる。未硬化の樹脂１３’を
半導体発光素子１１の上面に塗布する際には、塗布領域が半導体発光素子１１の上面を越
えて広がらないようにする。
【００４０】
　つぎに、図６（ｃ）のように、マウンター装置を用いて、板状光学層１４をゆっくり蛍
光体分散樹脂１３’上に接近させて搭載する。これにより、板状光学層１４の裏面は、蛍
光体含有樹脂１３’の表面張力で生じるセルフアライメント効果により半導体発光素子１
１の中心部に移動し、板状光学層１４の位置が決定される。このとき、未硬化の蛍光体含
有樹脂１３’を半硬化させてから板状光学層１４を搭載することも可能である。これによ
り、未硬化の蛍光体含有樹脂１３’が板状光学層１４の上面に這い上がるのを防止できる
とともに、傾斜面１３０の形状を制御する効果も得られる。また、未硬化の蛍光体含有樹
脂１３’のチクソ性を高めることによっても同様の効果を得られる。
【００４１】
　その後、蛍光体分散樹脂１３’を所定硬化処理により硬化させ、蛍光体含有樹脂層１３
を形成する。なお、この後の工程で蛍光体含有樹脂層１３の形状が変わらないのであれば
、完全に硬化させず、半硬化となる条件で硬化させても良い。
【００４２】
　つぎに、図６（ｄ）のように、サブマウント基板１０上面に枠体１６を樹脂等で接着す
る。図６（ｅ）のように、発光素子１１、蛍光体含有樹脂層１３および板状光学層１４と
、枠体１６との間に、ディスペンサなどで反射材料（未硬化）を注入する。蛍光体含有樹
脂層１３の傾斜面１３０と板状光学層１４の側面に、反射材料（未硬化）が隙間なく密着
するように充填する。また、反射材料が、板状光学層１４の上面にかぶらないように注入
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量を調節する。最後に、反射材料を所定の硬化処理により硬化させ、反射材料層１５を形
成する。以上により、本実施形態の発光装置が製造される。
【００４３】
　このように本実施形態の製造方法によれば、蛍光体含有樹脂１３’の表面張力を利用し
て、傾斜面１３０を形成できる。このため、板状光学層１４が四角形であっても円形であ
っても、半導体発光素子１１の上面との間に、傾斜面１３０を形成できる。よって、半導
体発光素子１１の上面の光をすべて蛍光体含有樹脂層１３に入射させることができ、光を
有効に集光させることができる。
【００４４】
　なお、板状光学層１４には、上面および下面のいずれか一方、または両方に粗面を設け
ることも可能である。粗面で光散乱を生じさせることにより、色むらをさらに低減するこ
とができる。ただし、板状光学層１４の上面を粗面にする場合、粗面を設ける領域のサイ
ズ、粗面の粗さ、粗面を構成する凹凸の形状・密度などを調整し、蛍光体含有樹脂層１３
や反射材料層１５を形成する工程で未硬化樹脂が板状光学層１４の上面に這い上がってこ
ないようにすることが望ましい。
【００４５】
　また、上述の製造方法では、蛍光体含有樹脂１３’の表面張力によるセルフアライメン
ト効果を利用して、板状光学層１４を半導体発光素子１１の中心に配置することができる
。発明者の経験によれば、セルフアライメントを有効に生じさせるためには、面積比＝（
半導体発光素子１１の上面の面積）／（板状光学層１４の面積）が、１．５～４の範囲で
あることが望ましい。ただし、セルフアライメント効果を利用せずに、マウンター装置に
よる位置決め等により板状光学層１４を半導体発光素子１１の中心に配置することも可能
であるので、本発明は、上記範囲の面積比に限定されるものではない。
【００４６】
　以上説明したように、本発明の発光装置は、少ない投入電力で高密度な光を出射できる
点発光光源の提供が可能である。よって、レンズ光学系と組み合わせれば、レンズの小型
化が可能となり、省スペースで大光量の照明装置（例えば白色照明装置）が提供できる。
【００４７】
　また、本発明の別の効果として、板状光学層１４の大きさを調整することにより、半導
体発光素子１１の出力バラツキを補正し、所定範囲の光量を板状光学層１４から出射する
発光装置を製造することができる。具体的には、板状光学層１４の大きさを予め複数種類
準備しておき、半導体発光素子１１の出力に応じて搭載する板状光学層１４の大きさを選
択する。上述のように、半導体発光素子１１の面積に対して板状光学層１４の大きさが小
さいほど、外側領域１４０が大きくなり、板状光学層１４への集光効率が低下する傾向に
なる。これを利用して、半導体発光素子１１の出力が所定値よりも大きい場合には、小さ
めの板状光学層を選択することにより、板状光学層１４の出射光量を所定範囲に収めるこ
とができる。これにより、出射光量が均一な半導体発光素子を製造することができる。
【００４８】
　半導体発光装置を複数個並べてレンズで投影する製品等のように、均一な配光が要求さ
れる製品を製造する際、従来は明るさ選別したものを並べたり、素子ごとに電流調整を行
っていたが、本発明の発光装置を用いれば、明るさ選別や電流調整が不要になるため、製
造コストを抑えることができる。
【００４９】
　＜第２の実施形態＞
　第２の実施の形態の発光装置を図７（ａ），（ｂ）を用いて説明する。図７（ａ）は、
発光装置の断面図であり、図７（ｂ）は、その上面図である。図７（ｂ）の上面図におい
ても、図の理解を容易にするために、蛍光体含有樹脂層１３にハッチングを付している。
【００５０】
　第２の実施形態の発光装置は、複数の半導体発光素子１１を配列し、複数の半導体発光
素子１１の全体の上に、１枚の板状光学層１４を配置した構成である。配置された複数の
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半導体発光素子１１の発光構造層１１０全体の大きさより、板状光学層１４の上面の方が
小さく、蛍光体含有樹脂層１３の側面が傾斜面１３０になっている。これにより、板状光
学層１４の外側領域１４０において、発光構造層１１０から出射された光を蛍光体含有樹
脂層１３の散乱および反射により、板状光学層１４に集光することができるため、発光密
度を高めることができる。
【００５１】
　なお、図７（ａ）のように、隣り合う半導体発光装置１１の間の領域では、蛍光体含有
樹脂層１３がブリッジ状につながっている。ブリッジ状の蛍光体含有樹脂層１３は、半導
体発光素子１１の端部から上方に向かって開いた傾斜面１３１を構成している。発光構造
層１１０の側面から傾斜面１３１に向かって出射された光は、傾斜面１３１によって反射
され、上方に向かって進み板状光学層１４に入射する。よって、半導体発光装置１１の間
の領域においても、効率よく光を板状光学層１４から出射させることができる。
【００５２】
　なお、ブリッジ状の蛍光体含有樹脂層１３は、蛍光体含有樹脂層１３を形成する際に塗
布（滴下）する蛍光体含有樹脂の量を調節し、表面張力により形成する。
【００５３】
　他の構造および作用は、第１の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００５４】
　＜第３の実施形態＞
　第３の実施の形態の発光装置を図８および図９（ａ），（ｂ）を用いて説明する。図８
は、第３の実施形態で使用する半導体発光素子の斜視図であり、図９（ａ）は、第３の実
施形態の発光装置の断面図であり、図９（ｂ）は、その上面図である。ただし、図９（ｂ
）の上面図においても、図の理解を容易にするために、蛍光体含有樹脂層１３にハッチン
グを付している。
【００５５】
　図８のように、半導体発光素子は、１枚のサブマウント基板１１３に複数の発光構造層
１１０を搭載した構成である。複数の発光構造層１１０には、上面に電極１２４が、下面
には不図示の電極が配置されており、一対の電極パッド１１４から供給される電流は、複
数の発光構造層１１０に直列に供給される。
【００５６】
　第３の実施形態の発光装置においては、板状光学層１４は、複数の発光構造層１１０全
体の大きさより小さく、蛍光体含有樹脂層１３の側面が傾斜面１３０になっている。これ
により、板状光学層１４の外側領域１４０において、発光構造層１１０から出射された光
を蛍光体含有樹脂層１３の散乱および反射により、板状光学層１４に集光することができ
るため、発光密度を高めることができる。
【００５７】
　なお、隣り合う発光構造層１１０の間の領域にも蛍光体含有樹脂層１３が一様な厚さで
形成されている。隣接する発光構造層１１０の間の領域で発光構造層１１０の側面から出
射された光は、蛍光体による散乱で上方に向かい、板状光学層１４に入射する。よって、
半導体発光装置１１の間の領域においても、板状光学層１４から光を出射させることがで
きる。
【００５８】
　他の構造および作用は、第１の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００５９】
　本発明の発光装置は、例えば、ＬＣＤバックライト、一般照明、街路灯、などライティ
ングに用いるＬＥＤ光源として利用することができる。
【符号の説明】
【００６０】
１０…サブマウント基板、１１…発光素子、１３…蛍光体含有樹脂層、１４…板状光学層
、１５…反射材料層、１６…外枠、１１０…発光構造層、１１１…電極、１１２…ボンデ



(11) JP 5647028 B2 2014.12.24

ィングワイヤ、１１３…素子基板、１１４…電極パッド、１１５…ビーズ、１２４…電極
、１３０…傾斜面、１３１…傾斜面
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